
 

第２２期第２６回 
松浦海区漁業調整委員会  

 
 
 

日時 令和5年８月１０日（木）15時〜 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

（唐津市海岸通り 7182−217） 
 

  
 

次    第 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 
（１） なまこ漁業特認許可方針（案）について（諮問）        Ｐ2 〜Ｐ4 
（２） 松浦海区における共同漁業、定置漁業及び区画漁業 

免許について（諮問）                                      Ｐ5 〜Ｐ12 
（３） 松浦海区漁業調整委員会指示について（協議）           Ｐ13 〜Ｐ18 

・まだい幼魚の採捕禁止 
・定置漁業の保護区域及び漁具標識 
・まき餌釣り禁止区域の設定 
・ウニの採捕期間の制限 
・釣り及び延縄における油づけえさの使用禁止 

（４） 令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック 
会議について（協議）                   Ｐ19 〜Ｐ21 

（５） カタクチイワシ及びウルメイワシの TAC（漁獲可能量） 
管理について（報告）                   Ｐ22 〜Ｐ31 

（６） その他                          Ｐ32 
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なまこ漁業特認許可方針（案） 

 

第１ 制限措置 

（１）  漁業種類 

なまこ漁業（すもぐり） 

（２）  許可又は起業の認可をすべき漁業者の数 

１０人 

（３）推進機関の馬力数 

    制限なし 

（４）操業区域 

    次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線と最大高潮時海岸線により

囲まれた海面のうちの佐賀県玄海海域。ただし、共同漁業権漁場を除く。 

ア 福岡県糸島市二丈町串崎 

イ 福岡県糸島市二丈町串崎と唐津市相賀崎を結んだ直線と、唐津市高

島と福岡県糸島市志摩姫島を結んだ直線との交点 

ウ 唐津市高島南東端 

エ 唐津市東唐津「旧唐津シーサイドホテル東館」西角 

（北緯33度26分54.41秒・東経129度59分25.87秒） 

（５）漁業時期 

   １０月１日から翌年３月３１日まで 

（６）漁業を営む者の資格 

① 操業区域に接続する共同漁業権を有する地区（唐津市浜玉町、唐津市

高島又は満島のいずれかの地区）において漁港機能を有する施設を拠点

として漁業を営もうとする者 

 ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号。以下、「規則」

という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 
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第２ 許可の有効期間 

   １年以内 

第３ 申請すべき期間 

   令和５年８月２５日から令和５年９月１５日まで 

第４ 許可の基準 

   合計数が１０件を超える場合は、次に掲げる優先順位により許可又は

起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互間の優先順

位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、こ

の限りでない。 

（１）前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

（２）２０１３年１０月１日から２０２２年３月３１日までの期間にお

いて、なまこの水揚げの実績がある者 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（４）上記（１）から（３）に該当しない者 

第５ 条件 

（１）松浦瀬の中心より半径２５０メートル以内の区域以外では操業し

てはならない。 

  松浦瀬の中心（世界測地系） 

北緯：３３度２８分０６秒 

   東経：１３０度００分４２秒 

（２）操業時間は、次のとおりとする。 

  １０月・・・・午前７時００分から午後５時３０分まで 

  １１月・・・・午前７時００分から午後５時００分まで 

  １２月・・・・午前７時３０分から午後５時００分まで 

１月・・・・・午前７時３０分から午後５時３０分まで 

  ２月・・・・・午前７時３０分から午後６時００分まで 

  ３月・・・・・午前７時００分から午後６時００分まで 

（３）操業には佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用すること

とし、すもぐりを行う者は１隻１名とする。 

（４）操業中は、県が指定する操業標旗を船舷上３.０メートル以上の高

さに掲げなければならない。 
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１０年 22 22 22

５年 2 2 2

わかめ養殖業 4 6 6

こんぶ養殖業 4 3 3
魚類小割式養殖業
（除　クロマグロ） 28 20 20
魚類小割式養殖業
（クロマグロ） 1 1 1

介類小割式養殖業 18 11 11

かき垂下式養殖業 27 34 34

かきひび建て養殖業 2 3 3

真珠母貝垂下式養殖業 12 10 10

真珠養殖業 １０年 12 12 12
第
二
種 くるまえび築堤式養殖業 １０年 3 3 3
第
三
種 あさり養殖業 ５年 4 4 4

115 107 107

139 131 131

区画漁業計

区
　
画
　
漁
　
業

　合　　　　　計

令和５年５月
現在免許件数

今回
漁場計画件数

今回
免許件数

松浦海区における漁業種類別　免許件数

免許期間

共　同　漁　業

海区

定　置　漁　業

漁業種類

松
　
浦
　
海
　
区

５年第
一
種
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共同漁業権

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 申請者

松共第１号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市浜玉町及び唐津市鏡地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第２号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鏡から同市二タ子江ノ尻川に至る間の地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第３号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市高島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第２４号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鳥島周辺から同市藤崎通りと佐志との境界
に至る間の地先及び唐津市妙見と同市佐志の境界
から同市鳩川と同市相賀の境界に至る間の地先

佐賀玄海漁業協同組合

松共第６号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市相賀地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第７号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市神集島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第８号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市湊町と同市相賀の境界から同市屋形石と同
市呼子町との境界に至る間の地先

佐賀玄海漁業協同組合　代
表
屋形石漁業協同組合

松共第９号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市屋形石と同市呼子町との境界から同市呼子町大字呼子と同町大字小友との境界に至る間の地佐賀玄海漁業協同組合

松共第１０号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市呼子町大字小友と同町大字呼子との境界か
ら同市呼子町と同市鎮西町との境界に至る間の地
先

佐賀玄海漁業協同組合

松共第１１号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市呼子町加部島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第１２号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市呼子町小川島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第１３号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鎮西町と同市呼子町の境界から同市鎮西町
波戸 魚見鼻水流れに至る間の地先

佐賀玄海漁業協同組合

松共第１４号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鎮西町魚見鼻水流れから寺田川に至る間の
地先

佐賀玄海漁業協同組合

松共第１５号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鎮西町寺田川川口から同町串崎に至る間の
地先

佐賀玄海漁業協同組合

松共第１６号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鎮西町加唐島及び松島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第１７号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鎮西町馬渡島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松共第１８号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市鎮西町串崎から東松浦郡玄海町値賀崎に至
る間の地先

外津漁業協同組合
代表
佐賀玄海漁業協同組合

松共第１９号
１月１日から
１２月３１日まで

東松浦郡玄海町値賀崎から同町鳥ノ巣山南端に至
る間の地先

仮屋漁業協同組合
代表
外津漁業協同組合

松共第２０号
１月１日から
１２月３１日まで

東松浦郡玄海町牟形から唐津市肥前町大崎に至る
間の地先

佐賀玄海漁業協同組合

松共第２１号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市肥前町大崎から阿漕に至る間の地先及び同
町向島地先

佐賀玄海漁業協同組合

松共第２２号
１月１日から
１２月３１日まで

唐津市肥前町満越から同町湯の浦に至る間の地先 大浦浜漁業協同組合

松共第２３号
１月１日から
１２月３１日まで

伊万里市地先 佐賀玄海漁業協同組合

存続期間　令和5年9月1日から令和15年8月31日まで
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定置漁業

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松定第１号 １月１日から１２月３１日まで 唐津市神集島地先
神集島黒瀬村張大敷組合
代表　前田健一　外51名

松定第２号 １月１日から１２月３１日まで 唐津市鎮西町加唐島地先 西　明久

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで
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第１種区画漁業

わかめ養殖業

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第２０１号 10月１日から翌年４月30日まで 唐津市浜玉町渕上地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第２０２号 10月１日から翌年5月31日まで 唐津市大島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第２０３号 10月１日から翌年5月31日まで 唐津市大島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第２０４号 10月１日から翌年5月31日まで 唐津市唐房地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第２０５号 10月１日から翌年5月31日まで 唐津市唐房地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第２０６号 10月１日から翌年5月31日まで 唐津市鳩川地先 佐賀玄海漁業協同組合

こんぶ養殖業

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第２５１号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町波戸地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第２５２号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町小波戸浦 佐賀玄海漁業協同組合

松区第２５３号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋米納戸浦 佐賀玄海漁業協同組合

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第３０１号 １月１日から12月31日まで 唐津市神集島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３０２号 １月１日から12月31日まで 唐津市呼子町殿の浦字ワタリ地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３０３号 １月１日から12月31日まで 唐津市呼子町加部島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３０４号 １月１日から12月31日まで 唐津市呼子町加部島田の下地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３０５号 １月１日から12月31日まで 唐津市呼子町加部島片島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３０６号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋方柄浦 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３０７号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３０８号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町外津湾内 外津漁業協同組合

松区第３０９号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町外津湾内 外津漁業協同組合

松区第３１０号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町仮屋高岩鼻地先 仮屋漁業協同組合

松区第３１１号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町仮屋地先 仮屋漁業協同組合

松区第３１２号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町仮屋地先 仮屋漁業協同組合

松区第３１３号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町竹ノ子島西側地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３１４号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町納所佐久目鼻地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３１５号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町星賀ヤケ崎地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３１６号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町入野クビキ島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３１７号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町田野松島東側地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３１８号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町田野阿漕上倉地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第３１９号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町瓜ヶ坂こわじろ地先 大浦浜漁業協同組合

松区第３２０号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町平串地先 佐賀玄海漁業協同組合

公示番号  漁業の時期 漁場の位置 漁業権者

松区第３５１号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋地先 佐賀玄海漁業協同組合

介類小割式養
殖業公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第４０１号 １月１日から12月31日まで 唐津市呼子町加部島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第４０２号 １月１日から12月31日まで 唐津市呼子町小川島地先 小川島漁業協同組合

松区第４０３号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋方柄浦地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第４０４号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町小波戸浦 佐賀玄海漁業協同組合

松区第４０５号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町波戸地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第４０６号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町波戸地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第４０７号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋米納戸浦 佐賀玄海漁業協同組合

松区第４０８号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町串 佐賀玄海漁業協同組合

松区第４０９号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町外津湾内 外津漁業協同組合

松区第４１０号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町仮屋福浦 仮屋漁業協同組合

松区第４１１号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町入野サヤ崎地先 佐賀玄海漁業協同組合

くろまぐろ小割式養殖業

魚類小割式養殖業（くろまぐろ養殖業を除く）

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで
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公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第５０１号 １月１日から12月31日まで 唐津市大島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０２号 １月１日から12月31日まで 唐津市大島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０３号 １月１日から12月31日まで 唐津市鳩川地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０４号 １月１日から12月31日まで 唐津市鳩川地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０５号 １月１日から12月31日まで 唐津市鳩川地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０６号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋野元地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０７号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋野元地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０８号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町外津湾内
外津漁業協同組合
佐賀玄海漁業協同組合

松区第５０９号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町外津湾内 外津漁業協同組合

松区第５１０号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町外津湾内 外津漁業協同組合

松区第５１１号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町 仮屋漁業協同組合

松区第５１２号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町 仮屋漁業協同組合

松区第５１３号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町仮屋地先 仮屋漁業協同組合

松区第５１４号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町浜野浦水ノ浦地先 仮屋漁業協同組合

松区第５１５号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町竹ノ子島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５１６号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町入野サヤ崎地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５１７号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町晴気地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５１８号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町入野仏島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５１９号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町牛島南西側地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５２０号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町田野阿漕上倉地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５２１号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町高串地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５２２号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町高串地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５２３号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大浦折口ノ浦 大浦浜漁業協同組合

松区第５２４号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大浦島山島東地先 大浦浜漁業協同組合

松区第５２５号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町満越亀地先 大浦浜漁業協同組合

松区第５２６号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大浦津倉浦 大浦浜漁業協同組合

松区第５２７号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大浦下中浦 大浦浜漁業協同組合

松区第５２８号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町満越みのば地先 大浦浜漁業協同組合

松区第５２９号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大字杉の浦帆立島南側地先 大浦浜漁業協同組合

松区第５３０号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大字杉の浦杉の浦地先 大浦浜漁業協同組合

松区第５３１号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町満越地先 大浦浜漁業協同組合

松区第５３２号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町平串地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５３３号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町竹ノ子島地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５３４号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町入野ひら瀬地先 佐賀玄海漁業協同組合

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第５５１号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町大字牟形牟形浦 佐賀玄海漁業協同組合

松区第５５２号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大浦地先 大浦浜漁業協同組合

松区第５５３号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町中浦地先 大浦浜漁業協同組合

真珠養殖業

免許番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第６０１号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町大字名護屋ヨノド浦 佐賀玄海漁業協同組合他３名

松区第６０２号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町竹ノ子島北側地先 宮﨑　雅司　外２名

松区第６０３号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町竹ノ子島北側地先 宮﨑　雅司　外２名

松区第６０４号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町鶴牧菖津地先 寺田　壮一

松区第６０５号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町鶴牧菖津地先 宮﨑　俊広

松区第６０６号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町鶴牧菖津地先 宮﨑　雅司

松区第６０７号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大字鶴牧トガリ地先 宮﨑　雅司　外２名

松区第６０８号 １月１日から12月31日まで 唐津市郡肥前町大字鶴牧 宮﨑　雅司　外２名

松区第６０９号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大字星賀柿ノ浦 宮﨑　雅司　外２名

松区第６１０号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町瓜ヶ坂黒崎鼻西側地先 肥田　栄一　外２名

松区第６１１号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大字杉野浦帆立島北西側地先 肥田　栄一　外２名

松区第６１２号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大字湯野浦茶釜石南側地先 伊万里真珠株式会社

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日までかき垂下式養殖業

かきひび建て養殖業 存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

存続期間　令和5年9月1日から令和15年8月31日まで
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公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第６５１号 １月１日から12月31日まで 東松浦郡玄海町大字牟形新開地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第６５２号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町鶴牧菖津地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第６５３号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町鶴牧菖津地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第６５４号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町鶴牧菖津地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第６５５号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町星賀元者浦 佐賀玄海漁業協同組合

松区第６５６号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町大浦石坂次郎鼻地先 大浦浜漁業協同組合

松区第６５７号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町杉の浦びしろの浦 大浦浜漁業協同組合

松区第６５８号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町杉野浦杉の浦 大浦浜漁業協同組合

松区第６５９号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町湯野浦地先 大浦浜漁業協同組合

松区第６６０号 １月１日から12月31日まで 唐津市肥前町湯野浦角串鼻北側地先 大浦浜漁業協同組合

免許番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第７０１号 １月１日から12月31日まで 唐津市浜玉町大字浜崎地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第７０２号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町煤屋中鼻地先 佐賀玄海漁業協同組合

松区第７０３号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町煤屋中鼻地先 佐賀玄海漁業協同組合

第３種区画漁業

あさり養殖業

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第８０１号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町煤屋地先 佐賀玄海漁業協同組合
松区第８０２号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町煤屋地先 佐賀玄海漁業協同組合
松区第８０３号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町煤屋地先 佐賀玄海漁業協同組合
松区第８０４号 １月１日から12月31日まで 伊万里市波多津町焼山鼻地先 佐賀玄海漁業協同組合

くるまえび築堤式養殖業

第２種区画漁業

真珠母貝垂下式養殖業 存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

存続期間　令和5年9月1日から令和15年8月31日まで

存続期間　令和5年9月1日から令和10年8月31日まで
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◎  松浦海区漁業調整委員会指示第８８号 
    漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、松浦

海区海面におけるまだい幼魚の採捕について、次のとおり指示する。 
 
令和５年８月  日 

 
                                    松浦海区漁業調整委員会 
                                       会 長  川 嵜 和 正 
 

１ 全長１１センチメートル以下のまだいは、養殖用種苗として採捕してはな
らない。 

 
２ 指示の期間 
  令和５年９月１日から令和１０年８月３１日。 
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◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第８９号 
    松浦海区における定置漁業（第２種共同漁業の小型定置を含む）の保護区域

並びに漁具標識について、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第
１項の規定に基づき、次のとおり指示する。 

    
令和５年８月  日 

        
 松浦海区漁業調整委員会  

                     会 長 川 嵜 和 正    
１ 保護区域 
    
（１）定置漁業  

 

免 許 
番 号 

漁業の 
名  称 

保護区域  
漁場の位置 

 
備 考  前 面  後 面  沖 合 

松 定 
第１号 

雑  魚 
落網漁業 

1,100 
ﾒｰﾄﾙ 

250 
ﾒｰﾄﾙ 

350 
ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市神集島 
 黒瀬地先 

 通称 
 村張大敷 

 松 定 
第 2 号 

雑  魚 
落網漁業 

450 
ﾒｰﾄ 

50 
ﾒｰﾄﾙ 

150 
ﾒｰﾄﾙ 

唐津市鎮西町 
 加唐島折瀨地先 

通称 
 大迫大敷 

  
 
（２）小型定置漁業（第２種共同漁業権） 
 

 

免 許 
番 号 

漁業の 
名  称 

保護区域  
漁場の位置 

 
備 考 前面 後面 沖合 

松 共 
第３号 

雑  魚 
落網漁業 

450 
ﾒｰﾄﾙ 

90 
ﾒｰﾄﾙ 

50 
ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市高島 
 北東側地先 

 通称 
 高島大敷 

松 共 
第８号 

雑  魚 
落網漁業 

700 
ﾒｰﾄﾙ 

150 
ﾒｰﾄﾙ 

200 
ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市屋形石 
 竹の浦地先 

 通称 
 宮ノ岬大敷 

 

２ 定置網（小型定置を含む）の保護区域の測定方法 
   保護区域の前面及び後面は垣網及びその延長線を基準として直角の方向に沖

合は同直線上身網の沖の側から測定する。 
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３ 保護区域内における漁業の制限 
   保護区域内においては、当該漁業に著しく支障を及ぼす漁業を営み、当該定

置漁業の魚道を遮断し、又は魚群を散逸させる行為をしてはならない。 
 
４ 漁具標識の設置 
   定置網（小型定置を含む）の漁具敷設中は当該漁具の見易いところに、昼間

にあっては免許番号、漁業の種類、漁業権者名（又は名称）を記入した９０セ
ンチメートルの正方形赤旗を水面上１．５メートルの高さに設置し、夜間にあ
っては電灯その他の照明による標識を設置しなければならない。 

 
５ 指示の期間 
   令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで。 
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◎  松浦海区漁業調整委員会指示第９０号 
漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第１２０条第１項の規定により、松浦

海区海面における遊漁のまき餌釣りの禁止区域について、次のとおり指示す
る。 

令和５年８月  日 
 

   松浦海区漁業調整委員会 
                      会 長 川 嵜 和 正 
１ 禁止区域 

地区  禁 止 区 域 
①佐賀玄海漁協 
浜崎支所管内 

① 下の瀬（北緯33度28分2.3秒､東経130度01分57.1秒）を中
心に半径200ｍ。 

② 沖の瀬（北緯33度27分53.3秒､東経130度01分37.9秒）を
中心に半径300ｍのうち松共第１号共同漁業権漁場内。 

③ コウハチダシ（北緯33度27分59.3秒､東経130度01分25.3
秒）を中心に半径50ｍ。 

②佐賀玄海漁協 
唐津市統括支所
管内 

唐津市統括支所管内の共同漁業権漁場 （漁港・港湾施設を
除く）。 

③外津漁協管内 漁港区域 
ア点【北緯33度30分52.9秒､東経129度50分50.4秒】 
イ点【北緯33度30分42.8秒､東経129度51分06.2秒】 
ウ点【北緯33度30分26.4秒､東経129度51分11.4秒】  
を順次結んだ線。  

④ 仮屋漁協管内 仮屋湾内三島神社【北緯33度28分21.5秒､東経129度50分
56.6秒】前周辺岸壁。 

 
２ 指示の期間 
  令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで。 
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◎  松浦海区漁業調整委員会指示第９１号 
    松浦海区内におけるウニ（アカ、バフン、ムラサキの各種を含む）の乱獲を

防止し、資源保護のため、漁業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指
示する。 

 
令和５年８月  日 
 

                   松浦海区漁業調整委員会    
                         会 長 川 嵜 和 正    

        
 
１ 採捕禁止期間 

（１）アカウニ、バフンウニは１１月１日から翌年２月末日まで 
（２）ムラサキウニは７月１日から１２月２０日まで 

 
２ 指示の期間 

 令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで。 
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◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第９２号   
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、松

浦海区内における釣及び延縄による水産動物の採捕について、次のとおり指
示する。 

 
令和５年８月 日 
 

                   松浦海区漁業調整委員会    
                      会 長 川 嵜 和 正    

        
１ 松浦海区において釣及び延縄の餌料として、油づけえさ（油いか等の油性

餌料の一切をいう。）の使用を禁止する。 
 
２ 指示の期間 
  令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで。 
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佐連調委第  号 

令和５年８月 日 

 

 

 九州・沖縄各県海区漁業調整委員会会長 様 
 

 

  佐賀県連合海区漁業調整委員会 

                                        会 長  川嵜 和正   

 

 

令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会 

九州ブロック会議の開催について（通知） 

 

 標記について、下記のとおり開催いたしますのでご出席賜りますようよろ

しくお願いいたします。 
なお、会議出席者については、別紙様式により １０月〇日（〇）までに

事務局宛てに電子メール等でお知らせくださるようお願いします。 
なお、連合海区が設置されている県におかれましては、単海区への照会は

行いませんので、連合海区による取りまとめを行い提出されますようよろし

くお願いいたします。 
 

記 

 

１ 会議日時 令和５年１１月１６日（木）１４時３０分～ 本会議 
           １１月１７日（金） ８時３０分～ 視察等 

                  

２ 開催場所   ホテルグランデはがくれ １階「ハーモニーホールB」 
〒840-0815 佐賀県佐賀市天神2丁目1番36号 

         TEL：０９５２－２５－２２１２ 

 

３ 受付等    １４時００分から 

  

佐賀県 海区漁業調整委員会事務局 
担当：本間、川﨑、江口 
電話：0952-25-7145（直通） 
FAX：0952-25-7274 
kaikugyochoui@pref.saga.lg.jp 
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(別 紙) 

 

１ 開催内容 

  １日目（１１月１６日)  １４：３０～１７：００ 本会議、講演等 
             １８：００～      情報交換会 

２日目（１１月１７日)  ８：３０～１２：００  現地視察等（予定） 
 

２ 会議内容 

 （１）令和６年度要望事項について 

 （２）次期開催海区について 
 （３）令和１０年度全国海区漁業調整委員会連合会通常総会の開催について 
 

３ 参加者 

（１）全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック各海区漁業調整委員会(会長， 
事務局) 

（２）水産庁資源管理部管理調整課，九州漁業調整事務所，内閣府沖縄総合事務局 
農林水産部林務水産課 

（３）佐賀県農林水産副部長，佐賀県連合海区漁業調整委員会(会長，委員等) 
                                約 40 名 

 

４ 現地視察等 

未定（検討中） 
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事務連絡 
 
 
 

令和５度 全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議 
意見交換会等について 

 

 

１ 情報交換会： 会費６，０００円（予定） 
 ・会費は、受付時に領収書と引き換えに徴収いたしますので、お釣りが 

ないようお願いします。 
・情報交換会の会場は、会議場の隣の「ハーモニーホールA」です。 

 

２ 宿泊先について 

・誠にお手数ですが、各自でご手配のほどよろしくお願いします。 
 （早目の予約をお願いします。） 

 

３ 現地視察について（８：３０から１２：００頃までの予定） 
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海 漁 調 委 第  号 
令和５年（2023年）８月  日 

 
（別記） 様 

 
佐賀県連合海区漁業調整委員会  
会  長   川 嵜  和 正  

 
 

第２２期第４回佐賀県連合海区漁業調整委員会の開催について（通知） 
 
 
 佐賀県連合海区漁業調整委員会事務規程第６条の規定により、下記のとおり招集します。 
 
 

記 
 
１ 日 時   令和５年８月２３日（水） １５時００分〜 
 
２ 場 所   唐津市水産会館 ２階 多目的ホール 

（唐津市海岸通り 7182-217） 
 
３ 議 題 
（１）令和5年度全国漁業調整委員会連合会通常総会（第59回）等の結果について（報告） 
（２）令和5年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議における 

佐賀県の要望事項について（協議） 
（３）令和5年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議の開催について（協議） 
（４）その他 
 

担 当：事務局：江口、川﨑、本間 
電 話：０９５２−２５−７１４５ 
ＦＡＸ：０９５２−２５−７２７４ 
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